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首里方言の命令表現にかかわるモダリティ1

崎　原　正　志

要旨
　本稿は、首里方言の行為要求文2のうち、命令文に焦点をあてて、命令文のモダリティに
ついて詳しく論じることを目的とする。首里方言の命令形には、基本的3な形式としてɕi形
式とɕeː形式のふたつがある4。現代首里方言では、ɕeː形式が命令文を形づくる最も基本的な
形として位置づけられる。ɕi形式は、そのままの形でも用いられるが、多くは、終助詞joː
を後接させたɕijoːという形で用いられ、このɕijoː形式は幾分聞き手に配慮した言い方となる。
ɕeː、ɕi、ɕijoːのみっつの形式の他に、wa形式がある。wa形式は、主に命令形がɕiやɕeːとい
う形であらわれないいくつかの特定の動詞（主にtɕ͡uːn「来る」）の命令形として用いられる。
　本稿では、ɕeː形式とɕijoː形式を中心に、これらの形式を含む文が表すモダリティ（文の
機能）について明らかにしたことを述べる。また、これらの形式を含む文が表すモダリティ
について明らかにするためには、話し手と聞き手の関係、動作の実行によってもたらされ
る利益性、動作への意向や希望、どのような動詞が使われているか（語彙的な意味・意志
性・抽象性）、動作主体は誰かなど、様々な観点から分析する必要があることを示す。

１．はじめに
　　〈命令〉と場面状況的なニュアンス・意味あい5

　次にみるように、ɕeː形式、ɕijoː形式、ɕi形式、wa形式を述語に含む文は、ニュアンスに
程度差はあるが、いずれも命令文を形づくることができる。尚、用例は簡略的な音声表記

（IPA：国際音声記号）で記す6。

1　	本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金「琉球語首里方言のモダリティ−実行・叙述・疑問のモ
ダリティ−」の助成を受けている。

2　	本稿では、行為要求文という用語を、動作主体が二人称である命令文と、動作主体が聞き手を含んだ一・
二人称である勧誘文というふたつの文の総称として用いる。

3　	ここでいう「基本的」とは、命令の形式が命令文を形づくるという形態論上の理由だけでなく、使用
頻度が高いという理由からも判断される。

4　	ɕi形式やɕeː形式などというのは、最も基本的なふたつの命令形式を動詞sun（する）で代表したもので
あり、抽象的・名付け的なものである。例えば、ʔikun（行く）なら、ɕi形式がʔiki、ɕeː形式がʔikeːと
なるように。

5　	〈	〉は、形式や文の具体的な使用場面における文法的な意味あいや機能を一語あるいは数語で用語化し
たものを明示するために用いる。

6　	音環境によって多少変化するが、基本的に、シャ行音をɕ（無声歯茎硬口蓋摩擦音）で、ラ行音をnの
前ではɭ（そり舌側面接近音）、それ以外ではɾ（歯茎はじき音）で書き表す。尚、音声は筆者の聴覚的
な判断によるもので、音響学的な調査は行っていない。詳細は今後の課題である。
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　１）ɸeːku		ʔiɾabeː.	 早く　選べ。

　２）duɕeː		’juː		ʔiɾabijoː.	 友達は　よく　選べよ。

　３）ɸeːku		ʔiɾabi.	 早く　選べ。

　４）ɸuːsaɾu		muŋkaɾa		ʔiɾabiwa.	 欲しい　ものから　選べ。

　これらの形式（を含む文）がどのように使いわけられているのか、それぞれがどのよう
なモダリティを実現しているのかについて分析したところ、命令文にも様々なヴァリエー
ションがあり、また〈命令〉というモダリティだけでなく、〈勧め〉や〈許可〉といった
場面状況的なニュアンス・意味あいを含んだモダリティをも表せることがわかった。結論
を先に述べると、以下の表のようにまとめられる。

表１　ɕeː形式とɕijoː形式の〈命令〉のモダリティ
強制 利益性 〈命令〉としての機能 形式 付加された機能 形式

強	
	

弱

話
し
手
利
益
あ
り

聞き手不利益あり

〈
要
求
〉

〈強制〉 ɕeː、ɕi（古） ＋〈罵倒〉 ɕi	kʷeːwa

聞き手不利益
ニュートラル

〈指示１〉 ɕeː、ɕi（古） ＋〈同意＝念押し〉ɕeːjaː

〈違反矯正〉
厳しくɕeː
やさしくɕijoː

− −

〈指示２〉 ɕijoː ＋〈同意＝念押し〉ɕijoːjaː

〈丁寧な命令・促し〉

ɕimisoːɾeː
ɕimisoːɾijoː
ɕimiɕeːbiɾeː
ɕimiɕeːbiɾi
ɕimiɕeːbiɾijoː

− −

表１の用語の説明：
強制（力）：話し手から聞き手へ伝えられる「動作の実行に対する強制的な態度の度合い」

のことを指す7。
利益性：動作の実行の実現により生じる利益あるいは不利益のことを指す。命令文（動作

の実行を要求する文）は、話し手が望む動作を聞き手に働きかけて仕向ける文なの
で、原則、話し手側にいつも利益がある。しかしながら、命令形が用いられていた
としても常に命令文になるわけではない。利益の有無および聞き手にも利益あるい

7　	拘束力とも呼ばれ、酒井（2012）では「拘束力が強い場合は、聞き手に行為の実行についての決定権
はなく、弱い場合は聞き手に行為の実行権がある」と説明がなされている（p.20）。



−	61	−

は不利益がおよぶかどうかによって、文の意味あい・機能が変化する。
機能：具体的な使用場面におけるプラグマティカルな意味あい・機能のことを指す。命令

文では、〈命令〉という土台的な意味（あるいはセマンティカルな意味）に、〈要求〉
や〈勧め〉といった意味あいが付け加わる。〈要求〉の文は、強制力と利益性の観
点からさらに〈強制〉や〈指示〉などに細分化される。

付加された機能：命令形式の後ろにさらに終助詞やその他の文法化した諸形式が付加され
て、それと同時に文に付加される別の意味あいや機能のこと。例えば、〈命令−強制〉
の文にkʷeːwaという形式が付加されて、〈罵倒〉という意味あい・機能が付け加わ
り、〈命令−強制−罵倒〉となる等。

　このような場面状況的なニュアンス・意味あいは、下記に示す通り、発話にかかわる場
面状況的な要素・条件のあり方によって、変化することも明らかになった。

①話し手と聞き手との関係
　・話し手は聞き手より目上か目下か
　・話し手と聞き手の性別
　・話し手と聞き手が知り合いかどうか（どのくらい親しいか）
　・話し手と聞き手の制度的階級（貴族・士族・平民）
　・話し手と聞き手の社会的階級（職業など）
②動作の実行によってもたらされる利益性
　・話し手に利益あるいは不利益がある行為か
　・聞き手に利益あるいは不利益がある行為か
　・利益性はニュートラル
③動作への意向や希望
　・聞き手がさきに行為の実行に対する意志・意向・希望を示しているかどうか
④どのような動詞が使われているか
　・動詞の語彙的な意味
　・動詞の意志性・無意志性
　・動詞の具体性・抽象性
⑤動作主体は誰か
　・聞き手（二人称）
　・話し手も含む（一・二人称）
　・不特定多数
　・無情物
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⑥働きかけの効力（行為の実行はいつ行われるべきか）
　・発話直後、今
　・必ずしも発話直後でなくてもよい。いつ実行すべきかが文脈の中で示されている。
⑦場面や発話状況
　・行為の実行が行われる前か最中かその後か
　・話し手の望まない聞き手による違反・逸脱行為
⑧時代背景や場面設定
　・現代社会か、琉球王朝時代か、芝居か、など

　本稿では、このような様々な観点から、首里方言が用いられている会話テキスト、芝居
の脚本、民話の語りなどにみられるɕeː、ɕi、ɕijoː、wa形式を述語に含む文を分析の対象とし、
これらの文のモダリティについて明らかにしたことを詳細に記述する。尚、用例が不足し
ていて、モダリティ分析に差し支えがないと判断される場合に限って、首里方言の近隣方
言（那覇方言・久米方言・泊方言）や、首里・那覇方言をベースとした芝居言葉などの用
例も用いる。

２．〈命令〉
　本稿でいう〈命令〉とは、「話し手が聞き手に働きかけて、話し手の観点から望ましく
思う動作の実行を、聞き手に求める」ことを指す8。だれにどのように働きかけて、どのく
らい求めるのか、場面や文脈によって、強制的なものから、非強制的なものまで命令文と
いっても様々である。以下では、まずɕeː形式が用いられる、強制的かつ聞き手の利益にな
らない典型的な命令文からみていき、その次に、ɕi形式の命令文について述べたあと、
ɕijoː形式の命令文およびその他の命令文のヴァリエーション、最後に〈命令〉から派生し
た〈勧め〉や〈許可〉の文について述べる。

２.１　ɕeː形式の文による〈命令〉
　ɕeː形式は、聞き手の意向を無視した、一方的で、聞き手利益のない〈強制的な命令〉の
文で用いられることが多い。例えば、次の用例の話し手Aの発言は、聞き手に対して行為
の実行の決定権を全く与えない強制力の非常に強い命令文である。行為の実行は聞き手に
とって利益のない、むしろ不利益なものである。ここでいう不利益には、聞き手へ不快感
を与えるかどうかも含まれている。聞き手にとって不利益な命令文は、同時に不快感も与
える。

8　	本稿でのこの規定は、村上（1993）の命令文のモダリティの規定に従ったものである（p.68）。
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　５）［親Aと子Bの会話。子BはAに勘当される］
A:	ʔjaː		tɕ͡iɾaː		’nːdʑ͡ibuɕikun		neːn.	 お前（の）　顔は　見たくも　ない。

	 nama		ɕigu		ʔndʑ͡iti		ʔikeː.	 今　すぐ　出て　行け。

B:	ʔuː		ʔndʑ͡iti		ʔitɕ͡abiːsa.	 ええ。出て　行きますよ。《調査》

　６）［乱暴な男Aに、女Bが優しく接してくれたらうれしいのにとこぼすが］
A:	ʔjaːga		ʔwiːɾikisatin	 お前が　嬉しくても

	 ’wanneː		ʔwiːɾikikoːneːn.	 俺は　嬉しくない。

	 kuɸamuniːja		’wanʔmmaɾidu		’jakutu	 口が荒いのは　生まれつき　だから

	 kuneːtoːkeː.	 我慢しておけ。

B:	ʔanɕeː		naː		’jutasaibiːsa.	 それでは　もう　結構です。《実践：45》

　聞き手利益の観点からは、聞き手に不利益（不快感）を被らせるものと、必ずしもそう
ではないものとに分けられる。次の用例も、話し手が聞き手に対して行為の実行を要求し
ている命令文であるが、聞き手利益の有無に関しては、上の用例ほどはっきりしていない
し、聞き手へ不利益・不快感を与えるかどうかに関してはニュートラルである。単に、聞
き手に行為の実行を〈要求〉し、〈指示〉を与えている。このように、聞き手の利益・不
利益よりも、話し手側に利益があるか、話し手が行為の実行を強く望んでいるような場合、

〈指示〉的な命令文となる。また、「立て・捕まえろ・読め」のような具体的な動作を表す
動詞や、「急げ・手伝いしろ・挨拶しろ」など一連の具体動作をまとめた動詞を述語におく。
行為の実行は即時行われるのが普通である。

　７）miːnu		kensa		hadʑ͡imiːndoː.	 目の　検査　始めるぞ。

makateː		toː		kumaŋkai		tateː.	 マカテー　さあ　ここに　立て。《実践：48》

　８）［女Bが重い物を持っているので、手伝いを申し出る男A。Cは現場監督の男］
A:	ʔeː		’inagu.		tɕ͡ibi		katɕ͡imitin		ɕimmi.	 おい　女。端（を）　捕まえても　よいか。

B:	ʔuː		katɕ͡imiti		kʷimisoːɾeː.	 はい。捕まえて　下さい。

C:	ʔjaːn		katɕ͡　imiɾeː.	 お前も　捕まえろ。

D:	’wanneː		guteːnu		’joːsanu		naibiɾansaː.	 私は　力が　弱いので　できませんよ。

《実践：38》

　９）A:	kunu		maŋgaː		ʔumusandoː.	 この　漫画　面白いよ。

B:	ʔanɕeː		kumaŋkai		kaɾaɕi.	 じゃあ　こっちに　貸せ。
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A:	naːda		’judeːuɾan.		ʔitɕ͡utaː		mati.	 まだ　読んでない。ちょっと　待て。

B:	ɸeːku		’jumeː.	 早く　読め。

A:	tɕ͡iːbeːsanu.		ʔagimaːsaŋkeː.	 短気だな。急かすなよ。《入門：18》

　10）［少々乱暴な夫から妻に向かって］
A:	’waːga		ʔawatiɾindi		ʔiːneː			 私が　急げと　言ったら

	 ʔuɸeː		ʔawatiɾeː.	 少しは　急げ。

B:	ʔuː.		ʔippeː		ʔawatitoːibiːndoː.	 はい。とても　急いでますよ。《実践：29》

　11）［文句ばかりで手伝おうとしないAに何か不満があるのかBが尋ねると］
A:	nuː		ɸusukun		neːibɾan.	 何の　不満も　ありません。

B:	ʔanɕeː		ɸeːkunaː		ʔumaniː		tiganeː		ɕeː.	 	じゃあ　早く　姉さん（の）　手伝い（を）　しろ。

A:	ʔuː		maː		katɕ͡imiɾeː		’jutasaibiːgajaː.	 	はい　どこ（を）　捕まえれば　よろしいで

しょうか。《実践：38》

　12）A:	ʔusagʷaː		’waːttaː		ʔajaː		’jamiɕeːndoː.	 ウサよ　俺の　母上　でいらっしゃる。

	 gueːsatɕ͡　i		’ugameː.	 ご挨拶　しなさい。

B:	hadʑ͡imiti		’uganabiɾa.	 初めて　お目にかかります。《芝居：558》

　このように、場面や文脈によって若干のニュアンスは変化するが、ɕeː形式は、強制力の
ある典型的な命令文で用いられる。ただし、聞き手利益性に関しては場面状況的なもので
あり、形式によるものではない。例えば、聞き手利益のある場面や文脈で〈勧め〉の文も
表すことができる（詳細は３．〈勧め〉を参照）。したがって、ɕeː形式は、強制力の強さを
示すことはできるが、聞き手利益には関与しない。つまり、ɕeː形式の命令文における聞き
手利益性は、場面や文脈によるものである。

２.２　ɕi形式の文による〈命令〉
　ɕeː形式という基本的な形式のほかに、ɕi形式がある。ɕi形式の文は、現代首里方言では
形式ばった古風な印象を与える表現である。または、改まった場面であい手をたしなめる
ような場合に使用される。したがって、芝居で多用される傾向があり、また、ことわざや
引用文でも使用される9。ɕi形式は、ɕeː形式と同様に、強制力のある命令文になれる。尚、
不規則動詞tɕ͡uːn（来る）の命令形のひとつであるkuːという形は、このɕi形式に相当する

9　		調査協力者によれば、士族の多い首里の方言に特徴的な表現だという。
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（２.６「wa形式」も参照）。

　13）ɕiguni		’jutanu		ʔabasaːmmeː		ʔuntɕ͡　ikeːɕi.	 	すぐに　ユタの　アバサー婆さん（を）　お連

れしろ。《猿》

　14）tɕ͡uːja		ʔuɾi		ʔimaɕimisundi		ʔitɕ͡i		tɕ͡an.	 	今日は　それ（を）　戒めると　言って　来た。

masanɭuː		kumaŋkai		’jubi.	 	真
マ サ ン ル ー

三郎（を）　ここに　呼べ。《芝居：542》

　15）ʔanɕeː		ɕiguni		kaːmiːtu		ɸuka		ʔeːdʑ͡iɕɕi	 	では　すぐに　カーミーと　他（を）　呼んで

saːɾuː		soːti		kuːntɕ͡i		tɕ͡ikeː		’jaɾaɕi.	 	猿（を）　連れて　来いと　遣いに　やれ。

《猿》

　16）ʔittaːn		tɕ͡itɕ͡aɾu		tuːi		ʔoːnu		bjoːtɕ͡eː	 お前達も　聞いた　通り　王の　病気は

saːɾuːnu		namadʑ͡imuɕidu		noːjuɾu.	 猿の　生肝でしか　直らない。

’jati		ʔuɾi		tuti		kuː.	 だから　それ（を）　取って　来い。《猿》

　17）A:	kunu		maŋgaː		ʔumusandoː.	 この　漫画　面白いよ。

B:	ʔanɕeː		kumaŋkai		kaɾaɕi.	 じゃあ　こっちに　貸せ。

A:	naːda		’judeːuɾan.		ʔitɕ͡utaː		mati.	 まだ　読んでない。ちょっと　待て。

《入門：18》

　18）’wakasaininu		nandʑ͡eː		koːtin		ɕɕi.	 若い時の　難儀は　買っても　しろ。《諺》

　19）ʔjaːgaɾu		katɕ͡　imiɾindi		ʔitaeːsani.	 	お前が　捕まえろと　言ったじゃないか。
《実践：38》

　20）’waːga		ʔawatiɾindi		ʔiːneː		ʔuɸeː		ʔawatiɾeː.	 俺が　急げと　言ったら　少しは　急げ。

《実践：29》

　現代首里方言では、ɕi形式は時代の変化とともにɕeː形式に取って代わられ、実際の会話
において強制力のある命令文としては、ɕi形式よりもɕeː形式を含んだ文の方がもっぱら用
いられる。また、次の終助詞joːが付いたɕijoː形式も多用される。

２.３　ɕijoː形式の文のよる〈命令〉
　〈命令〉の文においてɕeː形式の次によく用いられる形式は、ɕi形式に終助詞joːが付いた
ɕijoː形式である。終助詞joːは命令文につくと、聞き手への〈強制〉という意味あいを弱め、
直接的な命令を避けさせるはたらきがある。したがって、ɕeː形式に比べて、聞き手を配慮
したやわらかい命令表現になる10。

10　	終助詞joːは、命令文と叙述文につく場合とで文のモダリティがだいぶ異なる。崎原（2015）やかりま
た（2016）も参照されたい。
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　例えば、次の用例では、〈指示〉的な命令を表す場合にɕijoː形式が用いられている11。ɕeː
の文と比べると、強制的なニュアンスは弱く、押しつけがましさを伴わない。聞き手に対
する不利益性もほとんどなくなり、ɕeːの文と比較すると同じ〈指示〉的な命令でも、動作
の実行をうながす〈促し〉の文に近くなる。〈促し〉の文では、動作の実行を促すだけで、
聞き手への強制的な態度はあまり感じられない。

　21）［試験場に試験官が入ってきて説明を始める。］
A:	toː		’nna		’waŋga		ʔiɕi		’juː		tɕ͡　ikijoː.	 さて　皆さん　私が　言う事　よく　聞けよ。

	 （誰も返事しない）

A:	ɸidʑ͡in		sannaː.	 返事も　しないのか。《実践：45》

　22）A:	ɕiguni		’jutanu		ʔabasaːmmeː	 すぐに　ユタの　アバサー婆さん（を）

	 ʔuntɕ͡ikeː		ɕi.	 お連れ　しろ。

B:	ʔanɕeː		keitaiɕɕi		meːɾu		ʔutauː.	 それじゃ　携帯で　メール　打とうっと。

A:	ʔan		ʔiɕin		ʔami.		ʔjaːja		haːeːnati	 そんな　言い方も　あるか。お前は　走って

	 ʔndʑ͡i		kuːwa.		ʔawatiɾijoː.	 行って　来い。急げよ。

B:	ʔuː.	 はい。《猿》

　次の用例は、常識や規則に違反した時、あるいはその直後に用いられる〈違反矯正〉の
命令文であるが、このようにやさしめに諭すように言う場合は、ɕijoː形式が用いられる12。

　23）A:	’wanneː		sutumitimun		kamaŋjoːi		ɕiken	 私は　朝飯（を）　食べないで　試験（を）

	 ʔukiːga		tɕ͡oːibiːkutu		subagʷaː		tiːtɕ͡eː	 受けに　来ましたので　そば　一つだけ

	 kadi		kuːnajaːndi		ʔumutoːibiːɕiga	 食べて　来ようかと　思っていますが

	 ’jutasaga		ʔaibiːɾa.	 よろしいでしょうか。

B:	ʔeː		niːɕeː.		ʔuɸeː		kaŋgeːti		munu		ʔiɾijoː.	おい　若造。少しは　考えて　もの　言えよ。

	 kumaː		maːndi		ʔumutoːga.	 ここは　どこだと　思ってるか。

	 ɕikendʑ͡oːdu		’jandoːjaː.	 試験場　だぞ。《実践：47》

11　	高木（2009）では、発話場面においてどのような意味を持っているかという観点から、命令文を〈指示〉
〈現場指示〉〈違反矯正〉〈確認的指示〉の４つのタイプに分類している（同上：110）。ここでは、〈指示〉
〈現場指示〉を区別せず、全て〈指示〉的な命令に含めている。

12　	〈違反矯正〉の命令文とは、「すでに実行されているべき行為がまだ実行されていないという違反を正
そうとするもの」である（高木2009：110）。
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　次のɕijoː形式を伴った〈違反矯正〉の例と、その次のɕeː形式を伴った〈違反矯正〉の例
を比べてほしい。これらふたつの文を比べると、ɕijoː形式が聞き手を配慮したいい方で、
ɕeː形式が強制力の強い命令文として用いられていることがはっきりする。これらふたつの
用例は同じ登場人物・同じ場面で用いられていて、前者のあとに後者の発話が展開される。
前者で一度、ɕijoːの文を用いて諭すように注意したのにも関わらず、注意を守らなかった
ため、後者の発話ではɕeː形式を用いた強制的な命令文となっている。

　24）［横暴な試験官と受験者のやり取り］
A:	’waŋga		ʔiɕi		tɕ͡ikaɾiːmi.		tɕ͡ikaɾiːɾaː	 私が　言う事　聞こえるか。聞こえるなら

	 ʔiɾeːɸidʑ͡in		sawadu		’jaɾu.	 返事ぐらい　するべきだろう。

B:	nuːga		nuːntɕ͡isai.	 なぜですか。

A:	ʔai		kuniçaːja		subakaɾa		ʔattaʔabiːɕiː	 おい　この野郎　横から　急に話かけ

	 kʷati		ɕitsumon		’jaɾaː		tiː		ʔagiɾijoː.	 やがって　質問　なら　手（を）　挙げろよな。

B:	ʔunigeːsabiɾa.		tiː		ʔagitoːibiːndoː.	 お願いします。手（を）　挙げていますよ。

《実践：46》

　25）［Aが手を挙げずに質問しようとする］
A:	ʔeːsai.	 あのう。

B:	ʔane		kuniçaː		mata		ʔattamuniː		ɕiːkʷati	おい　こいつめ。また　急に　話やがって

	 tiː		ʔagitikaɾa		ʔiɾeː.	 手（を）　挙げてから　言え！

A:	kissakaɾa		tiː		ʔagitoːibiːɕiga		ʔundʑ͡oː	 さっきから　手（を）　挙げてますが　貴方は

	 ʔanu		ʔumaniːŋkai		mutɕ͡ikʷaːtti		’waŋga	 あの　姉さんに　夢中で　私が

	 tiː		ʔagitin		’nːdʑ͡in		sabiɾammunnu.	 手（を）　挙げても　見も　しませんですもの。

《実践：47》

　次にみるように、話し手が自分の家に聞き手を招くような〈招待〉の文でもɕijoː形式が
用いられやすい。〈招待〉の文は、行為の実行を勧めているようにも感じられるが、聞き
手にとって利益があるかどうかというよりも、話し手がそれを望んでいる要素が強く、命
令文や勧誘文といった聞き手に働きかける行為要求文に近いため、聞き手利益のある〈勧
め〉の文とはとりあえず区別し、命令文の下位に位置づけておく。

　26）［道でばったり会うAとB。用事を済ませたらAの所に寄るようBに言う］
A:	muduineː		ʔutɕ͡i		ttɕ͡i		’jukuti		ʔutɕ͡andeː	 戻ったら　うち　来て　休んで　お茶でも

	 nudi		ʔikijoː.	 飲んで　行って。

B:	ʔuː		niɸeːdeːbiɾu.	 はい　ありがとうございます。《全国：278-279》
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　27）A:	nageː		nuntɕ͡i		ʔugamiːgan	 長いこと　お顔（を）　拝見しにも

	 ’juɕiɾijuːsabiɾan		ʔusuɾi		ʔittɕ͡oːibiːn.	 来れませんで　申し訳　ございません。

B:	ʔnː		’nna		ʔitɕ͡unasa		sukutujaː.	 ああ　みんな　忙しい　からな。

	 ʔiɸinaː		kuːjoː.	 たまには　来なさい。

A:	ʔuː		ɕiduːgaɸuː.	 はい。ありがとうございます。

《方談10：255-256》

　次の用例は、標準日本語における上昇イントネーションを伴った「今度は〜しろよ↑」
のような命令文で、出来事が終わって後に、次回同じような場面があれば、二度と同じあ
やまちはくり返さないように釘をさしていう場合の用例である。このような時にも、ふつ
う、ɕijoː形式が用いられる。調査協力者の内省によれば、この場合、ɕeː形式は非常に使い
づらい。

　28）	［聞き手が公演中に私語をしていた。その時は注意できなかったので、公演後に呼び
出して、今後、似たような場面のときはちゃんと話を聞くように注意する］
namakaɾaː		’juː		tɕ͡　ikijoː.	 今度からは　よく　聞けよ↑《調査》

２.４　ɕeːjaː、ɕijoːjaː形式
　ɕeː形式やɕijoː形式は、さらに終助詞jaːを後接させることができ、ɕeːjaːやɕijoːjaːとなる13。
ɕeːやɕijoːの文の意味あいに終助詞jaːの意味あいがさらに付加されて、〈念押し〉といった
意味あいを表すことができる。ɕeːjaːやɕijoːjaːの文のモダリティを理解するためには、ɕeː
とɕijoːの文が表せる全ての意味あいに関する理解が必要なため、本稿の一番最後に述べる
ことにする（したがって、詳細は論末の８.「ɕeːjaː、ɕijoːjaːの文のモダリティ」を参照され
たい）。

２.５　miɕeːnを伴ったɕeː、ɕijoː、ɕi形式の〈命令〉
　kʷiːn（くれる）やtuɾasun（やる）などの授受補助動詞のつかない、述語に尊敬を表す
miɕeːnを伴った命令文は、聞き手との関係のなかで聞き手を敬う場面で用いられる。見つ
かった用例のうち、聞き手が目上であったり、階級が上位であったりするなどの社会的・
文化的な制限が加わるケースがほとんどであるが、実生活では、親しさや個人の性格など
より個人的な事情が関わる場合もある（３.４も参照）。

13　	命令のɕi形式に直接jaːが後接することはない。また、ɕeːjaː形式は引用節で用いられる時、一人称主語
をとって話し手の〈決意〉などを表すが、今回はこれについては触れない。
例）naː		tɕ͡utɕ͡ibai		ɕeːjaːndi		ʔumuibiːn.	 もう　一頑張り　しようかと　思います。
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　聞き手を敬う文脈や場面上、強制力は弱まり、ほとんど〈要求〉や〈強制〉の意味あい
はなくなるか、弱くなる。多くの場合、〈丁寧な行為の実行の促し〉を表すが、〈要求〉を
表したとしても、聞き手に配慮しながらの〈丁寧な行為の実行の要求〉を表す。miɕeːnを伴っ
た命令文にも、ɕeː形式、ɕijoː形式、ɕi形式がある。それぞれ、misoːɾeː、misoːɾijoː、misoːɾi
となる。さらに、丁寧さを表す接辞-ibiːnがついたmiɕeːbiɾeː、miɕeːbiɾijoː、miɕeːbiɾiという
形もある。

２.５.１　ɕimisoːɾeː形式の〈命令〉
　次の用例は、王様が病にかかったので、ユタであるAに王様の臣下であるBが王様の健
康祈願をお願いしていて、BがAに急ぐようにせかしている場面である。AとBの年齢に関
しては、原文からはあきらかではないが、専門的な知識をもったユタ（民間の祝女）であ
るAに対して、王様の臣下であるBはɕimisoːɾeːを伴った命令文を用いている。ここでは、
王様の容体がよくないため、急いでほしいというきもちから聞き手に急ぐよう促している。

　29）［話し手B:	王様の臣下	→	聞き手A:	王様の病を診るようお願いされたユタ］
A:	ʔjaːja		ʔansuka		ʔiːtɕ͡i		ɸukatɕ͡i		nuːga	 	お前は　そんなに　息（を）　切らして　どう

した？

	 gudʑ͡iɾaoːja		maːɕigataːdu		’jaɾui.	 グジラ王は　死にそう　なのかい。

B:	ʔaneː		ʔaibiɾansa.		ʔisu　imisoːɾeː.	 そうでは　ありませんよ。お急ぎなさい。

A:	tɕ͡uːja		moːkiɾaɾiːsatai.	 （独り言で）今日は　儲けそうだな。

B:	ʔeːtai		ʔundʑ͡oː		taːtu		munu		ʔitɕ͡oːgatai.	 あら　貴方は　誰と　話してるの。

	 ʔawatimisoːɾeː.	 お急ぎなさい。《猿》14

　次の用例は、熟年夫婦の会話である。妻Aが夫Bに対してɕimisoːɾeːを伴った命令文を用
いている。昔の首里の家庭内での地位は妻（女性）よりも、夫（男性）の方が高かったよ
うである15。したがって、妻から夫へ行為の実行の要求、あるいは行為の実行を促すときは、
敬語を使用していた。

14　	ʔisudʑ͡un（急ぐ）とʔawatiːn（慌てる）は両方とも意志動詞として命令形をとり、命令文で用いられる。
ʔawatiɾeː（慌てろ/急げ）のようにʔawatiːnの方が口語ではよく用いられる。

15　	調査協力者によれば、首里では、妻が夫より年上であっても、敬語を用いたという。また、士族・平
民など階級に関係なく、そうであった。

dʑ͡
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　30）［話し手B:	妻	→	聞き手A:	夫］
A:	ʔaɾiaɾi.		’wattaː		ʔajaːjoː		’wadʑ͡innajoː.	 あらあら　俺の　母さんたら　怒るなよ。

B:	’wadʑ͡iːn		sabiɾan		’waɾain		sabiɾansa.	 怒りも　しないし　笑いも　しませんよ。

	 ɸeːku		naː		ʔitɕ͡i		tɕ͡　ikaɕimisoːɾeː.	 早く　もう　言って　聞かせてくださいな。

A:	ʔajaː		’waŋga		kissakaɾa		kuma	 母さん　私が　さっきから　ここ（を）

	 katɕ͡imisoːɕi		’nːtɕ͡oːmi.	 捕まえてるの（を）　見ているか。《実践：30》

　次の用例では、道で遭遇した女Aと男Bの会話である。一貫として女は男に対して敬語
を使用し、男は女にぞんざいな物言いをしている。話の冒頭で、男は女をʔumaniː（姐さん）
と呼び、女は男を’jattɕ͡iːtai（おにいさん）と呼んでいるが、文脈からは具体的な年齢ははっ
きりしない16。ただし、男は無職だが首里の士族の家柄だと明かしていて、女の職業は商人
だという。社会的に男性の方が上位だということと、家柄や職業的な要因がかかわってい
るのだと考えられる。ここでは、AはBに配慮しながらも、行為の実行を要求している。

　31）［話し手A:	女	→	聞き手B:	男］
A:	tiː		ɸutɕ͡ukuɾuː		soːti		’jumuduigutɕ͡inu	 手を　ポケットに　入れて　口角が

	 takkʷiːɾuka		naː		’juntaku		ɕimisoːtɕ͡i.	 ただれる程　おしゃべり　しなさって。

	 ʔmma		dukinamisoːɾeː.	 そこ　おどきなさい。

B:	ʔjaːja		tɕ͡iːsoːnu		ʔaɾasanu…	 お前は　気が　荒すぎる。《実践：38-39》

　次の用例では、お店の売り手が道行く人に商品を買うように促している。そのような時、
ɕimisoːɾeː形式を用いている。不特定多数のひとに呼びかける場合は、このように敬語を用
いるのがふつうである。

　32）［お店の人が道行く人に声をかける］
’jassaibiːndoː.		koːmisoːɾeː.	 安いですよ。お買いになれ17。《入門：44》

２.５.２　ɕimisoːɾijoː形式の〈命令〉とɕimisoːɾi形式
　ɕijoː形式がmiɕeːnを伴っている場合も、聞き手が話し手よりも目上か、社会的地位の高
いものに対して用いられていた。ただし、-ibiːn/-abiːnを伴わず、授受補助動詞も伴わない

16　ʔumaniːも’jattɕ͡iːも士族のものに対して使用する呼称。
17　標準日本語では「買って下さい」または「買った買った！」くらいの意味である。
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ɕi形式がmiɕeːnを伴うかたち（ɕimisoːɾi） を見つけることができなかった18（つまり、
ʔimisoːɾiやɕimisoːɾiというかたちではあらわれにくい）。多くの場合、終助詞joːを伴った
ɕijoː形式（ɕimisoːɾijoː）であらわれる。行為の実行の〈要求〉や〈促し〉として用いられる。

　33）A:	saɾi		ʔutɕ͡inaːŋkainu		huninu		nama	 もし　沖縄への　船が　今

	 ʔaibiːɕiga		kuɾi		nugaɕiːneː		mata		huneː	 ありますが　これ（を）　逃せば　また　船は

	 ʔitɕ͡iga		ʔaɾa		’wakajabiɾanɕiga	 いつ　あるか　わかりませんが

	 tɕ͡aː		sabiːga		satunuɕi.	 どう　しますか　里
サ ト ゥ ヌ シ

之子。

B:	ɕigu		ʔitɕ͡ugutu		’jutaɕiku		kaŋgeːti	 すぐ　行くから　よろしく

	 tuɾaɕi.	 頼む。

A:	’ugadoːjabiːn.		ʔanɕeː		ɕigu		mensoːɾijoː.	 	承知しました。それでは　すぐ　いらして下

さい。《芝居：582》

　34）A:	ʔuɾeːjoː.	 それはね…

B:	ʔajaːtai.		mattɕ͡　oːtɕ͡　imisoːɾijoː.	 姉さん　待って下さい。

	 nuːga		nuː		mattɕ͡oːkindiga.	 何だい　何（を）　待つっていうのかい。

A:	ʔaibiɾan.		ʔunu		atunu		kutubanu	 いえ。その　後の　言葉が

	 tɕ͡igakai		nati		nuːgajaɾa		’wanneː	 気がかり（に）　なって　何だか　私は

	 tɕ͡imunu		’wasamitɕ͡oːibiːn.	 心が　落ち着かないのです。《実践：18》

２.５.３　ɕimiɕeːbiɾeː形式の〈命令〉
　次の用例では、義母（平民身分）から娘の夫（首里出身の役人・士族身分）に向かって
ɕimiɕeːbiɾeː形式の命令文が用いられている。義母は娘の夫に対して、怒った様子で述べて
いるため、押しつけるニュアンスのあるɕimiɕeːbiɾeː形式が用いられているのだろう。

　35）［浮気性の夫が急遽着物を準備してくれと妻に頼むが、都合のいい話に義母が怒って］
A:	toːtai		kunu		tɕ͡iwaː		ʔundʑ͡oː		ʔamatani	 そうだ　この　際　貴方は　あちこちに

	 ’inagoː		’uibiːɕeː.		ʔunu		’inagunutɕ͡aːŋkai	 女が　いるじゃないですか。その　女達に

	 tɕ͡in		ɕikoːɾaɕimiɕeːbiɾeː.	 着物（を）　準備させなさい。

18　	授受補助動詞を伴うɕimisoːɾi形式の文は、芝居において多用される傾向があった。しかし、これらの
文は〈命令〉ではなく〈依頼〉の文なので、一例だけ掲示しておく。
A:	 ʔammaː		muɾanu		ttɕ͡uni		ʔuːɾattoːgutu	 おばさん　村の　人に　追われているので
	 kakumati		kʷinsoːɾi.	 匿って下さい。
B:	 kumaŋkai		kʷakkʷitoːkeː.	 ここに　隠れておきなさい。《芝居：662》
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B:	ʔan		’jasajaː		ʔammaː.		toː		ʔanɕeː	 そう　だね　お義母さん。それ　じゃあ

	 nabemaːmeːkaɾa		ʔndʑ͡inda.	 ナベマーさんから　行ってみよ。《芝居：578》

　現代社会においては、首里方言でも、売り手は買い手に敬語を用いるのが通例であろう。
しかし、制度的な階級の名残りのある場面においては、必ずしもそうではない。次の用例は、
1883年生の女性Aと1889年生の女性Bがお店の売り手と客の役になりきって、演じている
会話である。売り手が買い手よりも社会的上位にある場合や、年齢が上である場合などで
は、売り手はぞんざいな物言いをし、買い手が敬語を用いることもあった19。聞き手である
売り手に配慮しながら、買い手が売り手に商品を売るように要求あるいは促している。

　36）［A:	売り手、B:	買い手］
A:	nuː		koːiga.	 何（を）　買うのか？

B:	kumaŋkai		sagatoːɾu		ʔutɕ͡ukʷiː		ʔanɕi	 ここに　下がっている　風呂敷　こんなに

	 tɕ͡uɾasaibiːɾun.		ʔitɕ͡imeː		’wanniŋkai	 きれいなんですもの。一枚　私に

	 ʔumiɕeːbiɾeː.	 お売りになって。

A:	sandʑ͡uːgoen		’jaɕiga		ʔjaːŋkaija	 35円　だけど　お前には

	 sandʑ͡uːenɕi		ʔuisa.	 30円で　売るよ。《全国：279》

２.５.４　ɕimiɕeːbiɾi形式の〈命令〉
　ɕimiɕeːbiɾi形式の〈命令〉でも、聞き手に配慮しながらの〈丁寧な促し〉などを表す。
丁寧さを表す-i/abiːnがついて、ɕimisoːɾi形式を用いる場面よりも、さらに聞き手を敬う必
要がある状況で用いられる。用例が少ないので、さらなる用例の収集は今後の課題である。
　次の用例は、芝居のセリフであるが、話し手は聞き手よりも年上の下男である。年齢は
年上でも、社会的地位が聞き手よりもだいぶ低く、聞き手は貴族身分である。

　37）［話し手:	老僕	→	聞き手:	若按司］
saɾi		’wakaːdʑ͡inumeː		’waŋga		kunu		ɸinoː	 さあ　若按司様20　私が　この　辺の

banti		soːtɕ͡abiːgutu		nuːn		tɕ͡igakeːja	 番人（を）　しておきますので　何も　心配は

ɕimisoːɾaŋgutu		’juːjuːtu		hanaɕimunugatai	 なさらずに　ゆっくりと　お話

ɕimiɕeːbiɾi.	 なさいませ。《芝居：620》

19　	『那覇市史資料編（那覇の民俗）』によれば、那覇のヌヌマチ（古着市場）では、那覇士族の女性が物
売りとなるケースが多く、ぞんざいな言い方で商売をしていたので、それを嫌う人もいたという（同
上：288）。

20　	按司は王子に次ぐ貴族階級の称号である。
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　次の用例は日常会話の例だが、ɕimiɕeːbiɾi形式が用いられると形式ばった印象を与える。
ほとんど、「いってらっしゃい」のようなあいさつ表現に近い形で用いられている。

　38）［那覇に仕事で行くと言う夫Aと妻Bの会話。何時に帰ってくるのか尋ねる妻B］
A:	deŋkinu		’juːiɾieː		keːtitɕ͡uːn.	 電気の　つく頃に　帰ってくる。

B:	ʔanɕeː		boːdʑ͡aː		’iːɾimun		koːti	 それでは　子供の　玩具（を）　買って

	 menɕeːbiɾijoː.		ʔitɕ͡iban		kiɕaː	 いらっしゃい。一番　汽車が

	 maɕisoːibiːkutu.	 好きですから。

A:	ʔnː,	ʔnː.	 うん　うん。

B:	ʔanɕeː		heːsaɾu		ʔutɕ͡ini		keːti	 それでは　早い　内に

	 menɕeːbiɾijoːjaː.	 帰っていらっしゃいね。

A:	ʔnː,	ʔnː.	 うん　うん。

B:	toː		ʔanɕeː		ʔndʑ͡imiɕeːbiɾeː.	 さあ　それでは　いってらっしゃいませ。

A:	ʔoː,	ʔoː		ʔanɕe		ʔndʑ͡ikuː.	 うん　うん。それじゃ　行ってくる。

B:	heːku		keːti		menɕeːbiɾi.	 早く　帰って　いらっしゃい。

A:	ʔnː.	 うん。《全国：281-282》

２.５.５　ɕimiɕeːbiɾijoː形式の〈命令〉
　ɕimiɕeːbiɾijoː形式の場合も、聞き手に配慮しながらの〈丁寧な要求〉あるいは〈丁寧な
促し〉を表す。次の用例は、貴族の会話である。妻から夫に対してɕimiɕeːbiɾijoː形式が用
いられていた。聞き手が貴族身分など、聞き手に対してさらに配慮が必要な場合、-ibiːn/-
abiːn形式を伴った形式が用いられるのだろう。尚、ふたつ目のɕimiɕeːbiɾijoː形式の文は、
終助詞jaːがついた用例であるが、先述した通り、〈念押し〉という意味あいが付け加わっ
ている。

　39）［那覇に仕事で行くと言う夫Aと妻Bの会話。何時に帰ってくるのか尋ねる妻B］
A:	naːɸakai		ʔndʑ͡ikuːɾiwaɾu		’jaɾu		’wanneː.	 那覇に　行って来ないと　いけない　私は。

B:	ʔotoːsan		naːɸakai		menɕeːbiːn		nː.	 お父さん　那覇に　いらっしゃるんですって？

A:	ʔn		naː		tɕ͡uːja		dʑ͡iɸi		ʔndʑ͡ikuːɾantoː	 うん　もう　今日は　必ず　行ってこないと

	 naɾanɕiga.	 いけないんだが。

B:	ʔanɕeː		nandʑ͡iguɾu		keːmiɕeːbiːga.	 それじゃあ　何時頃　お帰りですか。

A:	deŋkinu		’juːiɾieː		keːtitɕ͡uːn.	 電気の　つく頃に　帰ってくる。

B:	ʔanɕeː		boːdʑ͡aː		’iːɾimun		koːti	 それでは　子供の　玩具（を）　買って

	 menɕeːbiɾijoː.		ʔitɕ͡iban		kiɕaː	 いらっしゃい。一番　汽車が
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	 maɕisoːibiːkutu.	 好きですから。

A:	ʔnː	ʔnː.	 うん　うん。

B:	ʔanɕeː		heːsaɾu		ʔutɕ͡ini		keːti	 それでは　早い　内に

	 menɕeːbiɾijoːjaː.	 帰っていらっしゃいね。

A:	ʔnː	ʔnː.	 うん　うん。《全国：280-282》

ɕeː形式とɕijoː形式のまとめ
　ɕeː形式とɕijoː形式はどちらも〈命令〉を表すが、ɕeː形式は常に押しつけがましさをとも
ない、ɕijoː形式は聞き手に配慮したいい方となる。〈命令〉のうち〈要求〉を表す文は、圧
倒的にɕeːの文が多い。又吉（1997）を例にとると、主文に命令形式をもつ文53例のうち、〈要
求〉を表すɕeːの文は、17例（全体の約32％）であった。これに〈勧め・許可・依頼〉の文
を含めると、実に39例（約74％）をɕeːの文が占めていた。ɕijoːの文は〈要求〉の文が５例（約
９%）で、〈勧め〉の文を入れてもわずか７例（約13％）しかなかったが、出来事の事前に
指示を出したり、助言や忠告したりする場面が多ければ、ɕijoː形式の使用例は増えるだろ
う（尚、kuːwaの例は全てɕeː形式に含めている）。表１を再掲する21。

表１　ɕeː形式とɕijoː形式の〈命令〉のモダリティ
強制 利益性 〈命令〉としての機能 形式 付加された機能 形式

強	
	

弱

話
し
手
利
益
あ
り

聞き手不利益あり

〈
要
求
〉

〈強制〉 ɕeː、ɕi（古） ＋〈罵倒〉 ɕi	kʷeːwa

聞き手不利益
ニュートラル

〈指示１〉 ɕeː、ɕi（古） ＋〈同意＝念押し〉ɕeːjaː

〈違反矯正〉
厳しくɕeː
やさしくɕijoː

− −

〈指示２〉 ɕijoː ＋〈同意＝念押し〉ɕijoːjaː

〈丁寧な命令・促し〉

ɕimisoːɾeː
ɕimisoːɾijoː
ɕimiɕeːbiɾeː
ɕimiɕeːbiɾi
ɕimiɕeːbiɾijoː

− −

　命令表現にはこの他に、次に示すようにwa形式がある。主に不規則動詞の命令形に用い
られる。

21　	尚、表１は上で述べたことをわかりやすく示すためのめやすであって、多少のずれはある。例えば、
ɕijoː形式を語気をつよめて用いた場合、ɕeː形式と同じくらい強制的な意味あいが伴うこともある。
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２.６　wa形式
　wa形式は、主に不規則動詞tɕ͡uːnやkʷainなどの命令形として用いられるが、規則動詞の
命令形としても用いられる。kuːwa（来い）、kʷeːwa（〜（し）やがれ）、ʔiɾabiwa（選べ）、
ʔiːwa（言え）という形が見られたが、用例のほとんどがkuːwaでの使用だった。
　動詞tɕ͡uːnは変則的な活用をするため、命令形がkuːとなり、ɕeːやɕiのかたちを取らない（あ
るいは語尾が-eːや-iを取らない）。kuːという形は、他の動詞のɕi形式に相当すると考えられ、
wa形式であるkuːwaという形は、他の動詞のɕeː形式に相当すると考えられる22。なぜなら、
kuːwaは使用頻度が高く、kuːは芝居など改まった場面で用いられる傾向があるからである。
　つまり、不規則動詞の場合、wa形式がɕeː形式の代わりとなって、命令文で用いられや
すい。また、〈強制〉のような意味あいから〈勧め〉に近い意味あいを表すwaの文もある
ため、必ずしも〈強制〉や〈要求〉といった命令の意味あいを強めたり、〈蔑み〉を表す
ようなものではないと思われる。ある特定の聞き手との関係の中で、文を伝えるという終
助詞のはたらきを担っているのだとすれば、「上から物を言う」という話し手の態度があ
らわれているのかもしれない。「上から物を言う」という話し手の態度がそのまま〈蔑み〉
のようなネガティブな意味あいに繋がるわけではないが、そのようなニュアンスがあるた
めに、時々あるいはしばしば、〈蔑み〉や〈罵倒〉、〈強制〉といった意味あいと共起する
のだろう23。

強制力の強い〈要求〉
　40）haːeːnati		ʔn　ikuːwa.		ʔawatiɾijoː.	 走って　行って来い。急げよ。《猿》

　41）A:	’jasa.		ʔaɾandi		ʔumuiɾaː	 そうだ。そうじゃないと　思うなら

	 ’jaːkai		ʔikeː.	 家に　行け。

B:	ɕikenoː		tɕ͡aː		naibiːgajaː.	 試験は　どう　なりますかね？

A:	naː		tɕ͡ukeːn		kuːwa.		ʔatɕ͡aŋasa.	 もう　一回　来い。明日の朝。

B:	nuːga		nuːntɕ͡isai.	 どうしてですか？《実践：46》

22　	kuːという形はまた、意志・勧誘形と同音なため、終助詞jaːが後接する場合は、命令形ではなく、意志・
勧誘形としての使用である（命令のɕi形式とjaːは共起しない）。

23　	「かなり待遇度が低く、話し手と聞き手との間に年齢差がある場合や聞き手が目下である場合に用いら
れる」（仲原2014：p.139）。しかし、この説明は、ɕeː形式にもあてはまるし、また、kuːwaの場合はほ
とんどɕeː形式に近い意味あいをもって普通に用いられる。やはり、現代首里方言ではɕeːという形式の
無さをkuːwaが埋めているのだと考える。また、「テーワ（teːwa）、おあがり。お食べ。老女が目下に「食
べよ」という意をやや丁寧にいう語。普通の人はkameː（食べろ）という」（首里那覇音声データベー
ス「テーワ」）という記述もそのことを教えてくれる。ただし、詳細はさらなる調査が必要である。

dʑ͡
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　42）A:	tɕ͡uːja		dʑ͡ukenɭjoːja		tɕ͡aː		naibiːga.	 今日は　受験料は　どう　なりますか。

B:	tɕ͡aːn		naɾansa.		tɕ͡ukeːn		ʔndʑ͡aɕeːkaɾaː	 どうも　ならないよ。一回　出したら

	 hikkumiɾansa.		ʔatɕ͡an		mata		muttɕ͡i	 戻らないよ。明日も　また　持って

	 kuːwa.	 来い。《実践：46》

　43）’oːnu		ʔiːtɕ͡ikeː		’jakutu		kuːndi		ʔiːwa.	 王の　言付け　だから　来いと　言え。

《那民：59》

　44）ʔuwaiɾumadi		mattɕ͡　oːkiwa.	 終わるまで　待っておけ。《沖会：99》

〈指示〉など
　45）toː		’nna		ɸeːku		kumaŋkai		kuːwa.	 さあ　みんな　早く　ここに　来い。

miːnu		kensa		hadʑ͡imiːndoː.	 目の　検査　始めるぞ。《実践：48》

　46）ɸuːsaɾu		muŋkaɾa		ʔiɾabiwa.	 欲しい　ものから　選べ。《大沖：82》

　動詞の連用形（第一中止形）に、kʷeːwaが後接した命令文は、〈罵倒〉という話し手の
マイナスの評価的な意味あいが付け加わる。しかし、これも動詞kʷainのもつ語彙的な意
味がそのような意味あいの付け加えを実現していて、waだけが実現しているわけではない。

　47）A:	ʔjaː		tɕ͡iɾaː		’nːdʑ͡ibuɕikoː		neːn.		nama	 お前（の）　顔は　見たく　ない。今

	 ɕigu		ʔndʑ͡iti		ʔitɕ͡　i		kʷeːwa.	 すぐ　出て　行き　やがれ。

B:	ʔuː		ʔndʑ͡iti		ʔitɕ͡abiːsa.	 はい。出て　行きますよ。《調査》

　48）ɕini		kʷeːwa.	 死に　やがれ。《調査》

３．〈勧め〉
３.１　ɕeː形式の〈勧め〉
　〈勧め〉の文は、聞き手に利益のあることとして、話し手が聞き手にある行為の実行を
勧めたり、忠告・助言したりする文である。聞き手利益のある場面や文脈で、ɕeː形式と
ɕijoː形式のどちらも用いられるが、先述のように、ɕeː形式は伝えるニュアンスとして押し
つけがましさを伴う。

　49）ʔjaːja		ɸuɾutɕ͡ibuɾu.		naːɸin		bintɕ͡　oːɕeː.	 お前は　古頭24。もっと　勉強しろ。

《実践：14》

24　ɸuɾu	古-、tɕ͡ibuɾu	頭。直訳。「時代遅れである」という意。
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　50）［日が暮れてから外出する男Bに対して、女Aが提灯を持っていくよう勧める］
A:	habundeːnu		’uineː		naɾammun	 ハブなどが　いたら　いけないから
	 tɕ͡oːtɕ͡in		tɕ͡ikiti		ʔikeː.	 提灯（を）　つけて　行け。

B:	’ikiganutɕ͡aːga		ʔunuateː		nuːn		ʔaibiɾan.	 男達が　その位は　何でも　ありません。

《全国：265》

　51）［本に記録した歴史は後世までずっと残るから書くよう助言するA］
A:	seːdʑ͡ikandi		ʔiɕeː		ʔitɕ͡idainakai	 政治家と　いうのは　一代で

	 ʔaɾijaɕiga		honoː		’jujumandeː	 あれだけど25　本は　未来永劫

	 kuninu		ʔaɾu		ʔjeːkaː	（…）		’jujumandeː	 国の　ある　間は　ずっと

	 ʔjaː		munnudu		nukuindoːjaː	 お前（の）　物として　残るんだよな。

B:	nː.	 うん。

A:	nama		’jasa.		tɕ͡ibati		kakeː.	 今　だぞ。頑張って　書け。《方談：352》

　52）A:	namaː		kubagaːnttɕ͡utu		ɸiɾatoːn.	 今は　久場川の人と　付き合っている。

B:	taːtanu		hagitɕ͡ibuɾu		tammeːnaː.	 多和田の　はげ　おやじか。

	 ’joːsoːkeː.	 よしておけ。

A:	nuːga.		nuːgana		ʔaiɾu		suɾui.	 どうして？	何か　あるの。《実践：33》

　下記の用例も〈勧め〉の文であるが、聞き手がそれを望んでいない場合は、〈押しつけ・
強要〉となる（村上1993：81）。ɕeː形式はもともと押しつけがましいニュアンスを持って
いるため、〈押しつけ・強要〉の場合には、ɕeː形式が用いられやすいのだろう。

　53）［Aが人から貰ったダイヤの指輪をBに自慢して見せる］
A:	ʔunu		ʔiːbinagiː		ʔnːtɕ͡imaː		ʔeː	 この　指輪　見てみ？ほら

	 daijandidoː.		soːmun		’jaeːsani.	 ダイヤだとよ。　本物　だろう？

B:	soːmun		’jasa.		ʔuɾi		handobagguŋkai	 本物　だよ。それ（を）　ハンドバッグに

	 ʔittinaː.	 入れるのか。

A:	ʔanɕi		ʔiɾiːttukuɾoː		neːmmunnu.	 だって　入れる所が　ないんだもの。

B:	ʔiːbiŋkai		nutɕ͡i		ʔakkeː.	 指に　はめて　歩け。

A:	ʔuŋgutu		deːdakaː		ʔiːbiŋkai		nutɕ͡i	 こんな　高価な物　指に　はめて

	 ʔakkaɾiːmi.	 歩けるか。《実践：34》

25　「一代であれだけど」というのはここでは「一代でダメになる」という意。
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３.２　ɕimisoːɾeː形式の〈勧め〉
　ɕimisoːɾeː形式を伴う〈勧め〉の文は、聞き手利益という条件に加えて、聞き手が社会的
に上位にあるなど、社会的な制約なども条件に加わっている。次の二例では、男Bが知り
合いの年上の男Aに対して配慮しながら、行為の実行を勧めている。

　54）［Aが運動不足のようなので、BがAにゲートボールを勧める］
A:	geːtoboːɾundiɕeː		mutɕ͡ikasaɾu		’wadʑ͡a	 ゲートボールってのは　難しい　もの

	 ’jaeːsani.	 だろう？

B:	taːganakaɾa		naɾamisoːɾeː.	 誰かから　習ってください26。《実践：14》

　55）［Aが運動不足のようなので、BがAにゲートボールを勧める］
A:	’wanneː		ʔŋkaɕikaɾa		bukusanujoː.		nuː	 私は　昔から　不器用でね。何

	 tiːtɕ͡in		naɾajuːsadu		ʔandeː.	 ひとつも　身につかないんだよ。

B:	tɕ͡aːn		neːibiɾansa.		teːgeːgʷaːdu		’jaibiːɾu.	 どうってこと　ないですよ。適当ですから。

	 naɾati		ʔnː　imisoːɾeː.	 習って　みてください22。《実践：14》

　ɕimisoːɾeː形式の〈勧め〉の文でも、聞き手が行為の実行を望んでいない場合は、〈押し
つけ・強要〉となる。ɕeː形式はもともと押しつけがましいニュアンスを含んでいる。

　56）［腹が減ったという男Bに対して気を遣う女Aだが］
A:	ʔunu		ʔubunnidʑ͡iɾiː		ʔusagamisoːɾeː.	 この　にぎり飯　召し上がれ。

B:	nuːga		nuːntɕ͡i		’wanneː		ʔuɾi	 何が　どうして　私が　それ

	 kamandaɾeː		naɾaŋga.	 食べなければ　ならないか。

A:	ʔundʑ͡oː		kissa		’jaːsanu		ɸuɕigaɾandeː	 貴方　さっき　お腹がすいて　仕方ないと

	 ʔimisoːɾantiː.	 おっしゃいませんでした？

B:	ʔitɕ͡anteː.	 言ったよ。

A:	ʔanɕeː		’jaːsa		noːɕi		’jaibiːsa.	 それでは　空腹　凌ぎに　ですよ。

B:	’wanneːjoː		tɕ͡unu		kʷiːɕeː		kamannuːdu	 私はね　人が　くれる物は　食べないん

	 ’jandeː.	 だよ。

A:	ʔunttɕ͡ujoːnaː.		ʔansuka		boːtɕ͡iɾi		muniːja	 なんて人。あまり　乱暴な　言い方は

	 ɕimisoːɾantin		’jutasaibiːsa.	 しなさらなくても　いいですよ。

	 ’jaːsa		soːteː		ʔikusaː		naibiɾandoːtai.	 お腹が　すいては　戦は	できませんよ。

26　「ください」という訳をあてているが、意訳であり、依頼文ではない。直訳すると、「習いなされ」。
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B:	’wanneː		ʔikusaː		ɕikammun.	 私は　戦は　好きじゃないもの。

A:	ʔikusa		ɕitɕ͡uɾu		ttɕ͡unu		’uibiːmi.		munnu	 戦　好きな　人が　いますか。物の

	 tatuidu		’jaibiːɾu.		ʔusagamisoːɾeː.	 例え　ですよ。召し上がれ。

B:	’iːiː.		ɕimusa.	 いや。結構。《実践：47-48》

３.３　ɕijoː形式の〈勧め〉
　ɕijoː形式の〈勧め〉の文は、ɕeː形式に比べて押しつけがましさがない。聞き手のことを
おもんばかるような、聞き手に配慮した〈勧め〉の文となっている。

　57）A:	kʷattɕ͡iːɕɕi		ʔndʑ͡itɕ͡aːbiɾatai.	 ごちそうになって　（もう）行きます。

B:	keːimi		’joːnnaː		ʔikijoː.	 帰るのか。ゆっくり　行けよ。

A:	ʔuː.	 はい。

B:	ʔmmaː		mitɕ͡in		’wassagutujaː.	 そこは　道も　悪いから。

A:	ʔuː	 はい。

B:	ʔanuː		’joːnnaː		tuːɾijoː.	 あの　ゆっくり　通れよ。

A:	ʔuː.		niɸeːdeːbiɾutai.	 はい。ありがとうございます。

	 ʔanɕeː		ʔitɕ͡abiɾaiːtai.	 それでは　行きますね。《全国：306-307》

　ɕijoːの勧めの文のうち、文脈や場面設定に加えて、〈忠告・注意〉や〈励まし〉という意
味あいが語彙的に固定されたものがある。例えば、次の用例でみる「注意しろ・気をつけろ」
や「頑張れ」などがある（村上1993：82）。

　58）［日が暮れてから外出する男Bに対して、女Aが提灯を持っていくよう勧める］
A:	habundeːnu		’uineː		naɾammun	 ハブなどが　いたら　いけないから

	 tɕ͡oːtɕ͡in		tɕ͡ikiti		ʔikeː.	 提灯（を）　つけて　行け。

B:	’ikiganutɕ͡aːga		ʔunu’ateː		nuːn		ʔaibiɾan.	 男達が　その位は　何でも　ありません。

A:	ʔukaːɕikoːneːni.		tɕ͡　uːi		ɕiːjoː.	 危なくはないかね。注意　してね。

B:	ʔuː	ʔuː.		naː		ʔitɕ͡abiɾa.	 はいはい。もう　行きますね。《全国：277》

　59）A:	’wanneː		tuttɕ͡iː		muttɕ͡eː		’uibiɾanɕiga	 私は　時計（を）　持って　いませんが
	 tɕ͡aː		ɕeː		’jutasaibiːga.	 どう　すれば　よろしいですか。

B:	ʔaː		ʔuɾeːjoː		makateː.		’waŋga		toːndi	 ああ　それはね　マカテー。私が　トー27と

27　「トー」は、何かを始めるときや終わるときの表現・合図である。感動詞。
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	 ʔisa.		tɕ͡aːn		neːnsa.		tɕ͡　ibaɾijoː.	 言うよ。どうってことないよ。頑張れよ。

《実践：46-47》

３.４　ɕimisoːɾijoː形式の〈勧め〉
　ɕisoːɾijoː形式の〈勧め〉の文も、聞き手が年上だったり、社会的上位にある立場の者に
向かって、聞き手を配慮しながら勧めるようなときに、用いられていた。

　60）［年上の知り合いの中年男Aと若い青年Bの会話］
A:	toː		ʔanɕeː		ʔisudʑ͡i		ʔikeː.		ɸitɕ͡itumiti	 さあ　では　急いで　行け。引きとめて

	 gubuɾiː		natoːsa.		ʔippeː		niɸeːdoː.		ʔjaːga	ごめんよ。本当に　ありがとう。お前が

	 ʔiːɾugutu		geːtoboːɾundeː		ɕɕi		ʔnːdʑ͡usa.	 言うように　ゲートボールでも　して　みるよ。

B:	ʔanɕimisoːɾijoː.		ʔanɕeː		ʔndʑ͡i		tɕ͡aːbiɾa.	 そうなさいませ。それじゃあ　失礼します。

《実践：14》

　61）［道端での会話。あいさつのように用いる］
ɸumitɕ͡eː		tatta		tɕ͡uːkuɾu		naibiːkutu	 熱気は　しだいに　強く　なりますから

’joː　in		ɕimisoːɾijoː.	 用心　しなさいませ。《調査》

　62）［雨が降った後で］
kumaː		nanduɾusakutu		’joːnnaː	 ここは　滑るから　ゆっくり

ʔattɕ͡　imisoːɾijoː.	 お歩きなさいませ。《調査》

　調査協力者によれば、聞き手が年上であったり、社会的な立場が上位であったりするこ
とは、敬語表現を用いるおおきな理由になるが、実際の会話では、より複雑で、年下およ
び対等の者や親しい者に対しても、上の二例のように敬語を用いることもあるという。例
えば、知らない人やそれほど親しくない相手との会話の場合や、親しくてもまだ少し距離
があり敬語を用いる関係であったりする場合などである。

４．〈許可〉
　〈許可〉の文は、話し手の関与（意向や希望の有無）という観点から、聞き手の行為の
実行を許可したり、承認したりする機能をもつ（高木2009：109，村上1993：78）。つまり、
さきに聞き手側（動作主体）から行為の実行についての意志が示されていて、それに対し
て命令文という形で返答することで〈許可・承認〉という意味あいを付け加えている。
ɕijoː形式やɕimisoːɾijoː形式の使用例は見つからず、ɕeː形式が用いられやすい。尚、聞き手
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の行為の実行の意志を表す文を波線で示す。

４.１　ɕeː形式の〈許可〉
　63）A:	ʔai		daːnaː		’juntakuni		mutɕ͡ikʷaːtti	 あっ　ほら　おしゃべりに　夢中になって

	 ʔukuɾiti		neːibiɾansa.		’wanneː		gubuɾiː	 遅くなって　しまいました。私は　失礼

	 sabiɾauːsai.	 します。

B:	toː		ʔanɕeː		ʔisudʑ͡i		ʔikeː.		ɸitɕ͡itumiti	 そう　それじゃ　急いで　行け。引きとめて

	 gubuɾiː		natoːsa.	 ごめんよ。《実践：14》

　次の用例は、家の前まで訪ねて来て、「ごめんください」と挨拶をするという一連の行
動自体が「家に入れてほしい」という話し手の意志を表している。

　64）A:	’juɕiɾijabitan.	 ごめんください。

B:	tɕ͡eːsajaː.		ʔiɾeː.	 来たな。入れ。

A:	ʔuː		ɕiduːgaɸuː.	 はい。ありがとうございます。《方談10：255》

　また、次のような用例は、「〜なら〜しろ」のようなフレーズを伴って、放任的な〈許可〉
あるいは許可的な〈命令〉（〈命令−許可〉）を表す。行為の実行に関しては、聞き手の意志
に委ねられていて、話し手は関与しないという態度を示している。尚、「〜なら」の部分
にはaː条件形が用いられる28。条件節の部分を波線で示す。

　65）A:	naː		ɕimusa.		ʔjaːga		tɕ͡aː		naɾawan	 もう　いい。あんたが　どう　なろうが

	 ’waːga		ɕittɕ͡oːmi.		ʔitɕ͡　ibusaɾaː		ɸeːku	 私が　知ったもんか。行きたかったら　早く

	 naː		ʔikeː.		’jaɕigajoː		ʔanttɕ͡utu	 もう　行って。だけど　あの人と

	 ’wan		sataː		sunajoː.	 私の　話は　しないでね。

B:	nabituːjoː		namaneː		’wakatasa.		ʔjaːja	 ナビトゥー　今　わかったわ。あんたは

	 taːtanu		tammeːtu		nuːgana		’jaŋjaː.	 多和田の　おじいと　何か　あるわね。

《実践：34》

　66）［動悸を訴える受験者Aと試験官Bの会話。いつから動悸しているのか尋ねるB］
A:	ʔundʑ͡uga		ʔittɕ͡i		menɕeːɕitu	 貴方が　入って　来たと

	 madʑ͡oːŋkaɾa.	 同時から。

28　首里方言の条件形には終わりがeːになるものと、aːになるものの二種類ある。
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B:	ʔanɕeː		ɕikennu		ʔuwati		’waŋga	 それじゃあ　試験が　終わって　俺が

	 kumakaɾa		ʔndʑ͡iti		ʔikeː		noːisa.	 ここから　出て　行けば　治るさ。

A:	’jaibiːgajaː.	 そうですかねえ。

B:	’jasa.		ʔaɾandi		ʔumuiɾaː		’jaːkai		ʔikeː.	 そう。じゃないと　思うなら　家に　行け。

A:	ɕikenoː		tɕ͡aː		naibiːgajaː.	 試験は　どう　なりますかねえ。《実践：46》

４.２　ɕimisoːɾeː形式の〈許可－依頼〉
　次の用例は、お年寄りの患者と看護師の会話である。看護師が自分よりも目上のお年寄
りの患者に対して、ɕimisoːɾeː形式を伴った行為要求文を用いている。しかし、ここで「熱
を測らせる」あるいは「熱を測るのを許可する」のは話し手ではなく、聞き手である。
nitɕ͡i	hakaɾasun（熱を測らせる）やnaːku	tuɾasun（脈をとらせる）などの使役表現が用い
られることで、話し手がこれから行う動作の〈許可〉を聞き手に〈依頼〉するという意味
あいに変化する。全く別の文に変わるというわけではなく、〈許可〉という意味あいを土
台に使役という文法的な手続きを経て、〈依頼〉という意味あいが実現される。そして、〈許
可−依頼〉の文では、聞き手の意志がさきに示されてなくてもよい（用例では聞き手がお
年寄りのためɕimisoːɾeː形式が用いられているが、ɕimisoːɾeː形式に限らない）。

　67）［話し手A:	看護師	→	聞き手B:	お年寄り（患者）］
A:	tɕ͡ibuɾunu		ʔiɸigʷaː		’jamussaː.	 頭が　少し　痛むよ。

B:	ʔanɕeː		nitɕ͡i	 それでは　熱（を）

	 hakaɾaɕimisoːɾeː.（熱を測る）	 測らせてください29。

	 nitɕ͡eː		ʔansukaː		ʔaɾaŋkutu		naːku	 熱は　それ程でも　ないので　脈（を）

	 tuɾaɕimisoːɾeː.	 とらせてください23。《暮らし：86》

４.３　ɕimiɕeːbiɾeː形式の〈許可〉
　次の用例では、家を訪ねてきた伯父に対して、門の近くにいた姪が家に入るよう〈許可〉
している。 伯父は親

ペ ー チ ン

雲上身分のため、 特別に丁寧な言葉遣いが必要なのであろう、
ɕimiɕeːbiɾeː形式が用いられている。

　68）	［伯 父（池
イチグシク

城親
ペ ー チ ン

雲上）が怒りをあらわにしてあらわれる。マカトゥーはBの母親（会
話ではCのこと）］

29　	「ください」という訳をあてているが、意訳であり、依頼文ではない。直訳すると、それぞれ「測らせ
なされ」「とらせなされ」である。
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A:	kuma		ʔittaː		makatuːja		’uɾani.	 おい　お前達（の）　マカトゥーは　いないか。

B:	tameːtai		ʔimiɕeːbiɾeː.	 伯父様　お入りください。

C:	ʔuntɕ͡uːtai		menɕeːbiːtiː.	 伯父様　いらっしゃったのですか。

《芝居：554》

　次の用例も、行為の実行がさきに聞き手から示されているため〈許可〉の文である。次
の用例をみるとやはりɕeː形式が〈許可〉の文で用いられやすいことを示している。要求文
のときには、ɕimiɕeːbiɾijoː形式が用いられているのと対照的だからである（波線部）。

　69）［那覇に仕事で行くと言う夫Aと妻Bの会話。何時に帰ってくるのか尋ねる妻B］
A:	deŋkinu		’juːiɾieː		keːtitɕ͡uːn.	 電気の　つく頃に　帰ってくる。

B:	ʔanɕeː		boːdʑ͡aː		’iːɾimun		koːti	 それでは　子供の　玩具（を）　買って

	 menɕeːbiɾijoː.		ʔitɕ͡iban		kiɕaː	 いらっしゃい。一番　汽車が

	 maɕisoːibiːkutu.	 好きですから。

A:	ʔnː,	ʔnː.	 うん　うん。

B:	ʔanɕeː		heːsaɾu		ʔutɕ͡　ini		keːti	 それでは　早い　内に　帰って

	 menɕeːbiɾijoːjaː.	 いらっしゃいね。

A:	ʔnː,	ʔnː.	 うん　うん。

B:	toː		ʔanɕeː		ʔn　imiɕeːbiɾeː.	 さあ　それでは　いってらっしゃいませ。

A:	ʔoː,	ʔoː		ʔanɕe		ʔndʑ͡ikuː.	 うん　うん。それじゃ　行ってくる。

《全国：281》

４.４　ɕimiɕeːbiɾi形式の〈許可〉
　ɕimiɕeːbiɾi形式の〈許可〉 の文が一例だけみつかった。 したがって、ɕijoː形式や
ɕimisoːɾijoː形式の〈許可〉の文も理論上ありえると思われるため、用例の収集は今後の課
題である。

　70）［話し手A:	王様の臣下	→	聞き手B:	お姫様］
A:	taː		’jaibiːga.	 誰　ですか⁉（怒った調子で）

B:	niɾaikanainu		kunikaɾa	 ニライカナイの　国から

	 gudʑ͡iɾa’oːsamanu		ʔumimeː		ɕiːga	 グジラ王様の　お見舞い（を）　しに

	 ’juɕiɾijabitan.	 参りました。

A:	kuɾeː		naː		gubuɾiː		naibiti		ɕidigaɸuːna	 これは　もう　失礼　しまして　ありがたい

	 kutu		deːbiɾu.		ʔimiɕeːbiɾi.	 事で　ございます。お入りなさいませ。
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C:	gudʑ͡iɾa’oːsamanu		ʔambeːja		tɕ͡aː	 グジラ王様の　調子は　いかが

	 ’jamiɕeːbiːga.	 でしょうか。《猿》

　次の用例は、〈許可〉というより、あい手の要求に対して〈承諾〉するような文である。〈許
可〉の文では、要求よりさきにあい手（動作主体）の方からその行為を実行する意志が示
されているが、〈承諾〉の文では、逆に、要求がさきにあり、要求内容と同等の内容を動
作主体が繰り返すことで〈承諾〉という意味あいを付け加えている。

　71）A:	kunu		’waɾabinu		ɸuduɸudu		nati	（…）	 この　子が　大きく　なって

	 ʔujakunu		nanui		suɾu		tɕ͡iwanu	 親子の　名乗り（を）　する　時の

	 suːkunu		ɕinatuɕɕi		kuɾidakeː		muttɕ͡i	 証拠の　品として　これだけは　持って

	 ʔndʑ͡i		tuɾaɕi.	 行って　くれ。

B:	kunu		kugatanadakeː		kataminu	 この　小刀だけは　形見の

	 ɕinatuɕɕi		ʔutabimiɕeːbiɾi.	 品として　ちょうだいませ。《芝居：630》

５．〈勧誘〉
　命令文というのは、基本、聞き手が主語となり、動作主体となる。しかし、次の用例の
ように、’nnaɕɕi（みんなで）などを伴って、行為の実行に話し手が参与するような命令
文30は、機能的に、もはや〈命令〉から〈勧誘〉に移行している。

　72）A:	nuːgana		’iː		kaŋgeːja		neːɾaŋgajaː.	 何か　良い　考えは　ないかなぁ。

B:	toː		’nnaɕɕi		tɕ͡ibuɾu		miguɾaɕeː.	 さあ　みんなで　頭（を）　回せ。《猿》

６．〈願い〉
　はたらきかける対象、つまり動作主体が意志をもたない無情物の場合や、その対象に対
して直接はたらきかけることが困難な場合、その文は話し手のただの〈願い〉を表す文と
なる。

　73）	［粟国島の民話。欲しい物を何でも出してくれるという臼に塩を出してくれるようお
願いしたが、塩が出るのが止まらなくなって］
kunu		’jana		ʔuːɕeː		tumaɾeː.	 この　バカ　臼は　止まれ！

taːgana		taɕikiti		kʷimisoːɾi.	 誰か　助けて　下さい！

30　ここでいう命令文は、形態上のことで、述語に命令形を含む文を表す。
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tumiti		kʷimisoːɾi.	 止めて　下さい！《大沖：86》

　74）［テレビで競馬中継を見ていて］
ʔikeː.		ʔikeː.	 行け！　行け！

７．〈非難〉
　〈非難〉という用語や定義は高木（2009）から引用したものである。〈非難〉は、出来
事が終わって後、つまり、命令の実行がすでに不可能な場面で、命令表現を用いて聞き手
に対して注意したり、非難したりすることを指す31。「行為が行われなかったことに対する
話し手のマイナス評価（非難）」を表しているため、機能的にはもはや命令文というより
も評価文と言った方がよい。こちらでも諭すように言う場合はɕijoː形式を用い、話し手が
怒っていたり、きつめに注意する場合はɕeː形式を用いる。

　75）［公演中に私語をしていたが、その場では注意できなかったので、公演後に呼び出す］
ttɕ͡unu		hanaɕi		suɾubaːneː		’juː		tɕ͡　ikijoː.	 人が　話（を）　する時は　よく　聞けよ↓

　76）ttɕ͡unu		hanaɕi		suɾubaːneː		’juː		tɕ͡　ikeː.	 人が　話（を）　する時は　よく　聞け。

《調査》

８．ɕeːjaː、ɕijoːjaːの文のモダリティ
　ɕeːjaːやɕijoːjaːの文は用例が少なく、jaːの文の分析も不十分なため、全体的に分析が貧弱
ではあるが、批判を恐れずに言うならば、終助詞jaːには、聞き手に同意あるいは承諾を求
めるというはたらきがあり（崎原2016）、話し手が提示した命令行為に対して聞き手の同
意や承諾を求めるような意味あいを付け加える（仮にこの意味あいを〈同意〉と呼ぶ）。
同時に、話し手は聞き手が当然〈同意〉するだろうという態度で文を述べるため、結果と
して、〈念押し〉という意味あいを表す。ただし、次にみるようにɕeːjaːとɕijoːの表す〈念
押し〉は若干異なる。
　ɕeːjaː形式を伴う命令文が用いられる背景として、一度、聞き手に話し手の望みが伝えら
れているという文脈が必要である。それにも関わらず、話し手が行為の実行を渋ったり、
迷ったりしているため、話し手は行為の実行をもう一度〈念押し〉し、聞き手に同意を得
てもらおうというような意図が、下記の用例から感じられる。
　次のɕeːの文のモダリティは〈命令〉である。〈命令〉にjaːの意味あいが付け加わること

31　	「違反矯正の機会をすでに逃してしまっているのにもかかわらず、命令表現が用いられることがある。
もはや違反を矯正しようのない段階におけるこのような表現は、行為が行われなかったことに対する
話し手のマイナス評価（非難）を表す」（高木2009：110）。
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によって、その命令行為の同意・承諾を聞き手に求める文となり、結果として、動作の実
行を〈念押し〉する。

　77）［首里には行かないとダダをこねる孫に対して祖母が］
suiŋkai		ʔitɕ͡iːneː		ʔjaːgaɾu		ɾakun		sundoː.	 首里に　行けば　お前が　楽も　するんだよ。

ʔane,		mainu		ʔubunun		tɕ͡uɸaːɾa		kaɾi,	 ほら、	白の　ご飯も　腹一杯　食べて、

tɕ͡uɾasaɾu		ʔiɕoːn		ʔutɕ͡ikasabi		kasabi	 綺麗な　衣装も　沢山　重ねて

ʔjaːgaɾu		tɕ͡iːndoː.		’jagutu		taːɾiːtu	 お前が　着るんだよ。だから、父上と

madʑ͡un		suikai		ʔikeːjaː.	 一緒に　首里に　行きなさいね。《芝居：590》

　次のɕeːの文のモダリティは、４.２「ɕimisoːɾeː形式の〈許可−依頼〉」で紹介した使役表
現を含んだ〈許可〉の文である。一度依頼した内容について、再度、聞き手の同意を得よ
うと〈念押し〉している。

　78）［男の子が生まれたら連れにくるという約束だったので］
A:	tɕ͡uː		kanɕi		miːtunda		tɕ͡aɕiɾu	 今日　こうして　夫婦で　来たのは

	 ʔmmaɾitaɾu		’waɾabinu		’ikigaŋgʷanɭi		 生れた　子どもが　男の子だと

	 ʔitɕ͡i		tɕ͡itɕ͡agutu		soːiga		tɕ͡an.	 言って　聞いたので　連れに　来た。

	 biɾuː,		soːɾatɕ͡　i		tuɾaɕeːjaː.	 ビルー、連れさせてくれよな。

B:	taɾi,		satunuɕi.		kunu		’waɾabeː	 あの、旦那様。この　子どもは

	 namamadi		duːi		doːɾin		’wanni	 今まで　通り　どうか　私に

	 sudatiɾaɕimiti		kʷimisoːɾi.	 育てさせてください。《芝居：586》

　一方、ɕijoːjaː形式を伴う命令文は、事前に行為の実行を〈念押し〉する文となる。つまり、
話し手が聞き手に望む動作を事前に伝え、同意・承諾を得るかたちで、動作の実行を〈念
押し〉する。禁止命令文なら、その行為をしないように同意・承諾を得ながら〈念押し〉
する。

　79）saɾi		’wakaːdʑ͡inumeː		’waŋga		kunu		ɸinoː	 さあ　若按司様　私が　この　辺の

banti		soːtɕ͡abiːgutu		nuːn		tɕ͡igakeːja	 番人（を）　しておきますので　何も　心配は

ɕimisoːɾaŋgutu		’juːjuːtu		hanaɕimunugatai	 なさらずに　ゆっくりと　お話

ɕimiɕeːbiɾi.		toː		tɕ͡iɾuː		ʔumukutoː		ʔinɭoː	 なさいませ。さあ　チルー　思う事　遠慮

saŋgutu		ʔunnukiɾijoːjaː.	 しないで　申し上げるんだぞ。《芝居：620》
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　80）A:	toː.		ʔanɕeː		’waːga		ʔisudʑ͡oːɾu		’waki	 よし　それでは　私が　急いでいる　訳（を）

	 ʔitɕ͡i		tɕ͡ikasusa.	 言って　聞かすさ。

B:	ʔuː.		toːtai.		tɕ͡ikatɕ͡i		kʷimiɕeːbiɾeː.	 はい　さあ　聞かせて　下さいませ。

A:	ʔajaːjoː.		’waɾaɾaŋkijoːjaː.	 母さん　笑うなよな。

B:	’waɾaibiɾansa.		nuːntɕ͡i		’waŋga	 笑いませんよ。どうして　私が

	 ’waɾaibiːgatai.	 笑うのですか。《実践：30》

　このように、それぞれのモダリティを〈再度念押し〉と〈事前念押し〉というように分
けるのも可能だろうが、さらなる詳細な分析が必要なため、現段階では、ふたつとも〈念
押し〉というひとつのカテゴリーに位置づけた。

９．まとめ
　以上、首里方言の命令形ɕeː、ɕi、ɕijoː、waのよっつの形式を述語に含む文のモダリティ
について明らかにしたことを記述した。
　ɕeː形式は、命令文の述語に頻繁に用いられる形式であり、機能的にも、一方的で強制力
のある命令文で用いられるため、首里方言の命令形として最も基本となる形式として位置
づけられる。ɕijoː形式は、やさしく諭すように言いつける場合など、聞き手に配慮した命
令文で用いられる他、その機能的な特徴から、聞き手利益のある〈勧め〉の文で用いられ
やすい。ただし、〈許可〉の文は、ɕeː形式が主に用いられる。ɕi形式は、現代首里方言では、
古風な印象を与える表現なので、芝居で用いられる他、ことわざや引用文にあらわれる。
wa形式は、主に不規則動詞のɕeː形式の代わりとして用いられるほか、「上から物を言う」
という態度で命令文を聞き手に伝えるという通達的なはたらきがある。
　miɕeːnの命令形を伴った文は、主に聞き手が年上か、話し手よりも社会的・文化的に上
位の立場の者に対して用いられる。〈丁寧な要求・促し〉を表すほか、〈勧め〉や〈許可〉
の文も表せる。
　また、動作主体が話し手にも及ぶ出来事の場合、〈勧誘〉という意味あいを表したり、
動作主体が無情物など、直接はたらきかけることができない場合は、ただの〈願い〉を表
すなど、動作主体が文のモダリティに関与する。はたらきかける場面が終了している時点
での命令文は、もはや要求文として機能せず、話し手の聞き手に対するマイナスの評価を
表す〈非難〉の文となる。
　尚、日本語の「しろよ↑」や「しろよ↓」のようなイントネーションによるモダリティ
のさしわけは首里方言にはない。
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表２　ɕeː、ɕi、ɕijoː、wa形式のモダリティの諸相
強制 利益性 機能 形式 付加された機能 形式

強	
	

弱

話
し
手
利
益
あ
り

聞き手不利益

〈
要
求
〉

〈強制〉 ɕeː、ɕi（古）、wa +〈罵倒〉 ɕi	kʷeːwa

聞き手利益
ニュートラル

〈指示１〉 ɕeː、ɕi（古）、wa +〈同意＝念押し〉 ɕeːjaː

〈違反矯正〉
厳しくɕeː
やさしくɕijoː

− −

〈指示２〉 ɕijoː +〈同意＝念押し〉 ɕijoːjaː

〈丁寧な要求・促し〉

ɕimisoːɾeː
ɕimisoːɾijoː
ɕimiɕeːbiɾeː
ɕimiɕeːbiɾi
ɕimiɕeːbiɾijoː

− −

−

〈招待〉 ɕijoː − −
話し手・聞き手

利益あり
〈勧誘〉 ɕeː 32 − −

話
し
手
利
益
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

聞き手利益
あり

〈勧め〉

ɕeː
ɕimisoːɾeː
ɕijoː
ɕimisoːɾijoː

（ɕimiɕeːbiɾeː）
（ɕimiɕeːbiɾijoː）

− −

〈許可〉
主にɕeː
ɕimisoːɾeː
ɕimiɕeːbiɾeː

− −

（出来事終了後） 〈非難〉
厳しくɕeː
やさしくɕijoː

− −

【用例の典拠】
《方談》	 国立国語研究所編（1985）『方言談話資料⑻−老年層と若年層との会話−』
《方談10》	 	国立	国語研究所編（1987）『方言談話資料⑽−場面設定の対話その２−』国立国

語研究所資料集10-10

32　	勧誘の文は用例が一例しかなく、ɕijoː形式等も用いられる可能性がある。その詳細については今後の
課題である。
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《大沖》	 「大好き沖縄」編集部編（2006）『大好き沖縄』第33号
《猿》	 玉那覇朝子訳『猿の生肝』（芝居脚本）
《沖会》	 中松竹雄（2000）『沖縄語会話』沖縄言語文化研究所
《那民》	 那覇市教育委員会（1982）『那覇の民話資料』第４集（首里地区）
《芝居》	 	那覇	市教育委員会・沖縄言語研究センター（1994）『沖縄芝居脚本集第２巻：那

覇の方言―那覇市方言記録保存調査報告書IV』
《入門》	 西岡敏・仲原穣（2000）『沖縄語の入門―たのしいウチナーグチ―』白水社
《全国》	 日本放送協会編（1972）『全国方言資料』第10巻	琉球編I,	日本放送出版協会
《実践》	 又吉元亮（1997）『実践首里語テキスト』純スイ会
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